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１  監 査 を 執 行 し た 監 査 委 員 名  

  吉  井  忠  夫  

  髙  田  幸  男  

  石  井  昭  一  

  橋  口  幸  生  

 

２  監 査 の 種 類  

  地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 行 政 監 査  

 

３  監 査 の 期 間  

  平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ４ 日 か ら 平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ ８ 日 ま で  

 

４  監 査 の 対 象  

 (1) 対 象 事 務  

   指 定 管 理 者 制 度 の 運 用 状 況 に つ い て  

 (2) 対 象 部 署  

  ア  指 定 管 理 者 制 度 導 入 施 設 所 管 部 署 （ 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日

時 点 ）  

  イ  指 定 管 理 者 制 度 の 総 括 部 署 （ 企 画 部 行 政 改 革 推 進 課 ）  

 

５  監 査 の 方 法 及 び 着 眼 点  

  指 定 管 理 者 制 度 導 入 施 設 の 所 管 部 署 （以下「所管部署」という。）

及 び 指 定 管 理 者 制 度 の 総 括 部 署 か ら ， 資 料 の 提 出 を 求 め る と と も

に ， 関 係 職 員 か ら 事 情 を 聴 取 し て 実 施 し た 。  

  な お ， 監 査 の 主 な 着 眼 点 を 次 の と お り と し た 。  

 (1) 所 管 部 署 に 対 し ，指 定 管 理 者 に 係 る 指 定 の 手 続 ，協定の締結，

事 業 報 告 に 至 る ま で の 事 務 の 執 行 等 が 適 切 に な さ れ て い る か ，

指 定 管 理 者 制 度 を 有 効 的 ， 効 率 的 ， 経 済 的 に 機 能 さ せ る た め の

モ ニ タ リ ン グ が 適 切 に 実 施 さ れ て い る か 。  

 (2) 指 定 管 理 者 制 度 の 総 括 部 署 に 対 し ， 所 管 部 署 が 行 う モ ニ タ リ

ン グ 状 況 を 把 握 し ， 必 要 に 応 じ て 指 導 等 を 行 っ て い る か 。  
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６  監 査 の 概 要  

 (1) 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 状 況  

   市 で は ， 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 時 点 で ， １ ６ の 施 設 に 指 定 管

理 者 制 度 が 導 入 さ れ て い る 。  

施 設 名  所 管 部 署  指 定 管 理 者  

ｱﾐｭｾﾞ柏  地域づくり推進部地域支援課 ｱｸﾃｨｵ･東葉ﾋﾞﾙ管理･ｼｸﾞﾏ共同企業体 

地 域 福 祉 ｾﾝﾀｰ 保健福祉部保健福祉総務課 (社福)柏市社会福祉協議会 

柏市立介護老人保健施設はみんぐ 保健福祉部医療公社管理課 (公 財 )柏 市 医 療 公 社  

柏 市 立 柏 病 院  保健福祉部医療公社管理課 (公 財 )柏 市 医 療 公 社  

豊四季台老人いこいの家 保健福祉部高齢者支援課 か や の 会  

老 人 福 祉 ｾﾝﾀｰ 保健福祉部高齢者支援課 (社福)柏市社会福祉協議会 

柏 市 立 青 和 園  保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課 (社 福 )桐 友 学 園  

柏 市 立 朋 生 園  保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課 (社 福 )か た く り 会  

柏 市 都 市 農 業 ｾﾝﾀｰ 経 済 産 業 部 農 政 課  (株 )道 の 駅 し ょ う な ん 

柏市あけぼの山農業公園 経 済 産 業 部 農 政 課  (一財)柏市まちづくり公社 

あ け ぼ の 山 公 園  都 市 部 公 園 管 理 課  (一財)柏市まちづくり公社 

柏 市 営 住 宅 等  都 市 部 住 宅 課  (株 )東 急 ｺﾐｭﾆﾃｨｰ 

ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾗｻﾞ柏  都 市 部 公 園 管 理 課  大成有楽不動産･ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ共同企業体 

柏 市 市 営 駐 車 場  土 木 部 交 通 施 設 課  ｱﾏ ﾉ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ (株 ) 

柏 市 駐 輪 場  土 木 部 交 通 施 設 課  日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ(株) 

ｽﾎﾟｰﾂ施 設  教育委員会生涯学習部ｽﾎﾟｰﾂ課 三 幸 (株 ) 

   ※注：(社福)社会福祉法人，(公財)公益財団法人，(一財)一般財団法人，(株)株式会社 

 

 (2) 施 設 の 管 理 運 営 等 の 状 況  

   指 定 管 理 者 に は ， 施 設 を 円 滑 に 管 理 運 営 す る た め に 必 要 な 組

織 及 び 運 営 体 制 を 整 備 す る こ と が 求 め ら れ る 。 そ の た め の 取 組

み と し て 業 務 の 再 委 託 等 ， 職 員 研 修 ， 危 機 管 理 対 策 に つ い て ，

そ の 実 施 状 況 を 調 査 し た 。  

  ア  業 務 の 再 委 託 等  

      指 定 管 理 者 数  

業 務 の 再 委 託 等 の 実 施  １ ５ 者  

 う ち 市 長 等 の 承 認 取 得  １ ２ 者  

    ※ 指 定 管 理 者 数 は 延 数 と し ， 以 降 同 様 に 扱 う 。  
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    指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 者 が 行 う べ き 業 務 を 第 三 者 に 委 託

す る こ と は で き な い が ， 施 設 等 の 保 守 点 検 や 清 掃 ， 警 備 等 の

業 務 に つ い て は ， あ ら か じ め 市 長 等 の 承 認 を 得 た 場 合 に 限 り

再 委 託 す る こ と が で き る 旨 を ， 各 施 設 ご と に 基 本 協 定 書 や 仕

様 書 で 規 定 し て い る 。  

 

  イ  職 員 研 修  

３か月以内 ６か月以内 １ 年 以 内  １ 年 超  未 実 施  

１ ０ 者  ３ 者  １ 者  １ 者  １ 者  

    ※ 基 準 日 は 監 査 資 料 提 出 期 日 （ 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ８ 日 ）  

    施 設 の 管 理 運 営 を 円 滑 に 行 う に あ た り ， 職 員 の 資 質 向 上 は

欠 か せ な い 要 素 で あ り ， 各 施 設 の 仕 様 書 に お い て 計 画 的 な 職

員 研 修 の 実 施 が 規 定 さ れ て い る 。  

 

  ウ  危 機 管 理 対 策  

  有  無  

危機管理等のマニュアルの有無 １ ５ 者  １ 者  

    

    ３か月以内 ６か月以内 １ 年 以 内 未 実 施  

防犯・防災その他の 

訓練等の実施状況 
１ ２ 者  ０ 者  ４ 者  ０ 者  

    ※ 基 準 日 は 監 査 資 料 提 出 期 日 （ 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ８ 日 ）  

    多 数 の 市 民 等 が 利 用 す る 施 設 で は ， 平 常 時 か ら 防 犯 ・ 防 災

そ の 他 想 定 さ れ る 危 機 に 備 え ， マ ニ ュ ア ル 等 を 整 備 し て 職 員

に 指 導 を 行 っ た り 訓 練 を 実 施 し て お く こ と は 重 要 で あ る 。  

 

 (3) 所 管 部 署 に よ る 検 証 ， 確 認 等 の 実 施 状 況  

   指 定 管 理 者 制 度 で は ， 施 設 の 管 理 運 営 は 法 人 そ の 他 の 団 体 が

行 う た め ， 所 管 部 署 は 指 定 管 理 業 務 や 公 共 サ ー ビ ス が 条 例 等 を

遵 守 し 適 切 に 行 わ れ て い る か 等 を 検 証 ， 確 認 し て い る 。  

   そ こ で ， 次 の 業 務 に 対 す る 検 証 ， 確 認 等 の 実 施 状 況 に つ い て

調 査 し た 。  
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  ア  利 用 料 金 の 承 認  

利用料金制度の導入状況 料金設定額の検証状況 利 益 還 元 の 規 定 状 況  

導入している １０施設 検証している ６ 部 署  規定している ９ 施 設  

検証していない ４ 部 署  規定していない １ 施 設  

    ※ 部 署 数 は 延 数 と し ， 以 降 同 様 に 扱 う 。  

    利 用 料 金 制 度 と は ， 施 設 の 利 用 に 係 る 料 金 を 指 定 管 理 者 の

収 入 と し て 収 受 で き る 制 度 で あ り ， 市 か ら の 指 定 管 理 料 と 並

び ， 指 定 管 理 者 の 最 も 一 般 的 な 収 入 源 で あ る 。  

    利 用 料 金 の 金 額 は ， 各 施 設 の 設 置 条 例 に お い て ， 当 該 条 例

に 規 定 す る 上 限 の 範 囲 内 で ， 指 定 管 理 者 が 市 長 等 の 承 認 を 得

て 定 め る も の と 規 定 し て い る 。  

    ま た ， 一 部 の 施 設 で は ， 指 定 管 理 業 務 に お け る 指 定 管 理 者

の 収 入 が 支 出 を 上 回 る 場 合 に は ， 市 へ 利 益 還 元 を 行 う 旨 を 基

本 協 定 書 や 仕 様 書 で 定 め て い る 。  

 

  イ  事 業 計 画 書 等 の 提 出  

  平成２５年度 

(全 １ ５ 者 ) 

平成２６年度 

（ 全 １ ６ 者 ) 

平成２７年度 

(全 １ ６ 者 ) 

有  無  有  無  有  無  

年次事業計画書の 

遅 延 の 有 無    
５ 者  １０者 ７ 者  ９ 者  ４ 者  １２者 

      

        平成２４年度 

(全 １ ４ 者 ) 

平成２５年度 

(全 １ ５ 者 ) 

平成２６年度 

(全 １ ６ 者 ) 

有  無  有  無  有  無  

月次事業報告書の 

遅 延 の 有 無  
５ 者  ９ 者  ５ 者  １０者 ５ 者  １１者 

年次事業報告書の 

遅 延 の 有 無  
１ 者  １３者 １ 者  １４者 １ 者  １５者 

    年 次 事 業 計 画 書 及 び 月 次 事 業 報 告 書 の 提 出 と そ の 期 限 に つ

い て は 各 施 設 ご と に 基 本 協 定 書 や 仕 様 書 に お い て ， 年 次 事 業

報 告 書 の 提 出 と そ の 期 限 に つ い て は ， 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管
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理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 第

８ 条 に お い て 規 定 さ れ て い る 。  

 

  ウ  実 地 調 査 の 実 施  

  平成２４年度 

(全 １ ４ 者 ) 

平成２５年度 

(全 １ ５ 者 ) 

平成２６年度 

(全 １ ６ 者 ) 

実 地 調 査 の 実 施  ９ 部 署  ９ 部 署  １ ０ 部 署  

 うち報告書等の作成 ２ 部 署  ０ 部 署  １ 部 署  

     施 設 の 管 理 運 営 状 況 の 検 証 ， 確 認 等 の 方 法 と し て ， 実 地

調 査 が 挙 げ ら れ ， そ の 結 果 に つ い て は ， 報 告 書 等 を 作 成 し て

職 員 間 で 共 有 す る と と も に 記 録 と し て 保 存 し て お く べ き で あ

る が ， 実 地 調 査 を 実 施 し た と 回 答 し た 所 管 部 署 の う ち ， 報 告

書 等 を 作 成 し て い る 部 署 は 僅 か で あ っ た 。  

 

  エ  区 分 経 理 等 の 確 認  

    区 分 経 理 の 実 施 ， 収 支 状 況 の 報 告 及 び 損 害 賠 償 責 任 保 険 等

へ の 加 入 は ， 条 例 ， 各 施 設 の 基 本 協 定 書 や 仕 様 書 に お い て 規

定 さ れ て い る 。  

    会 計 上 の 不 正 抑 止 効 果 へ の 期 待 や ， 施 設 管 理 上 の リ ス ク マ

ネ ジ メ ン ト の た め に も ， こ れ ら は 正 確 に 行 わ れ て い な け れ ば

な ら ず ， 所 管 部 署 に お い て も 実 施 状 況 を 確 実 な 方 法 で 確 認 す

る 必 要 が あ る 。  

   (ｱ) 区 分 経 理 の 確 認      

帳簿等(原本)と照合 帳簿等のコピー提出 口 頭 報 告  そ の 他  

０ 部 署  ３ 部 署  １ １ 部 署  ２ 部 署  

     区 分 経 理 と は ， 指 定 管 理 者 が 施 設 の 管 理 運 営 に 要 し た 会

計 は 団 体 本 体 の 会 計 と は 独 立 し た 会 計 と す る こ と で あ る 。  

     他 の 業 務 と の 間 で 不 適 切 に 資 金 流 用 さ れ る こ と の な い よ

う ， 確 実 に 実 施 さ れ な け れ ば な ら な い も の で あ る が ， 経 理

の 証 拠 と な る 資 料 の 原 本 に よ る 確 認 は さ れ て い な か っ た 。  

     「 そ の 他 」 は ， 決 算 書 で の 確 認 ， 毎 月 収 支 報 告 書 の 提 出

に よ る 確 認 で あ っ た 。  
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   (ｲ) 収 支 状 況 報 告 の 確 認  

帳簿等(原本)と照合 報告書の検算の み そ の 他  

０ 部 署  １ ３ 部 署  ３ 部 署  

     指 定 管 理 業 務 に 係 る 収 支 状 況 は ， 月 次 事 業 報 告 書 や 年 次

事 業 報 告 書 の 記 載 事 項 で あ り ， 経 営 状 況 を 把 握 す る た め に

欠 か せ な い も の で あ る が ， 報 告 書 の 根 拠 と な る 資 料 の 原 本

に よ る 確 認 は さ れ て い な か っ た 。  

     「 そ の 他 」 は ， 指 定 管 理 者 自 身 の 監 事 監 査 ， 理 事 会 へ の

出 席 ， 定 時 株 主 総 会 の 決 議 を も っ て 確 認 し た と す る も の で

あ っ た 。  

 

   (ｳ) 指 定 管 理 者 の 保 険 加 入 状 況 の 確 認  

証書等(原本)の目視 証書等のコピー提出 口 頭 報 告  

１ 部 署  １ ０ 部 署  ５ 部 署  

     損 害 賠 償 責 任 保 険 等 へ の 加 入 は ， リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の

面 か ら 重 要 な こ と で あ る 。 特 に 指 定 管 理 者 制 度 の 場 合 ， 業

務 上 の 瑕 疵 に よ り 損 害 が 発 生 し た 場 合 ， 施 設 設 置 主 体 で あ

る 市 も 責 任 を 負 う 可 能 性 が あ る た め ， 基 本 協 定 書 や 仕 様 書

で 規 定 し た 保 険 へ の 加 入 を 徹 底 さ れ る べ き も の で あ る が ，

そ の 証 拠 と な る 資 料 の 原 本 に よ る 確 認 を し て い る の は １ 部

署 で あ っ た 。      

 

 (4) 総 括 部 署 に よ る モ ニ タ リ ン グ 把 握 の 状 況  

   指 定 管 理 者 制 度 の 総 括 部 署 で あ る 企 画 部 行 政 改 革 推 進 課 は ，

平 成 ２ ６ 年 度 よ り 指 定 管 理 者 制 度 モ ニ タ リ ン グ 指 針 の 運 用 を 開

始 し ， モ ニ タ リ ン グ を 行 う 目 的 や 方 法 等 を 明 確 化 し て い る 。  

   同 時 に ， 各 所 管 部 署 の モ ニ タ リ ン グ 結 果 を 把 握 し 共 通 理 解 を

図 る と と も に 運 営 改 善 に つ な げ る こ と を 目 的 と し て ， 所 管 部 署

に 指 定 管 理 者 実 績 評 価 シ ー ト を 提 出 さ せ ， 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 公

開 し て い る 。  

   そ の 結 果 ， 平 成 ２ ６ 年 度 の 指 定 管 理 者 の 評 価 は 以 下 の と お り

で あ っ た 。  
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Ａ  

(優 良 ) 

Ｂ  

(良 好 ) 

Ｃ  

(課題有) 

Ｄ  

(要改善) 

総 合 評 価総 合 評 価総 合 評 価総 合 評 価                 ２ ５２ ５２ ５２ ５ ％％％％     ６ ９６ ９６ ９６ ９ ％％％％     ６６６６ ％％％％     ００００ ％％％％     

施 設 管 理 ・ 運 営  ４ ３ ％  ５ ３ ％  ４ ％  ０ ％  

サ ー ビ ス の 質 の 向 上  ３ ６ ％  ５ ９ ％  ５ ％  ０ ％  

効 率 的 な 管 理  ２ ８ ％  ５ ３ ％  １ ９ ％  ０ ％  

そ の 他  ２ ９ ％  ６ ９ ％  ２ ％  ０ ％  

   ※ 全 １ ６ 施 設 の 指 定 管 理 者 に 対 す る 評 価 を 集 計 し ， 分 布 割 合 で 表 示  

    指 定 管 理 者 の 評 価 は ， 総 合 評 価 と 全 ２ ０ の 個 別 評 価 項 目 か

ら 成 り ， Ａ か ら Ｄ の ４ 段 階 で 評 価 す る も の と な っ て い る 。 ２ ０

の 個 別 評 価 項 目 は ， 施 設 の 管 理 運 営 ， サ ー ビ ス の 質 の 向 上 ， 効

率 的 な 管 理 ， そ の 他 の ４ つ に 大 き く 分 類 さ れ る 。  

 

７  監 査 の 結 果  

  監 査 の 結 果 ， 特 に 次 の 事 項 に つ い て は ，「 監 査 の 結 果 等 の 取 扱

い 要 領 」 に 定 め る 指 摘 事 項 に 該 当 す る も の と 判 断 し た 。  

 

 【 指 摘 事 項 】  

 

 (1) 指 定 管 理 業 務 の 再 委 託 等 の 承 認 に つ い て  

   指 定 管 理 者 が 行 う べ き 業 務 を ， あ ら か じ め 市 長 等 の 承 認 を 得

る こ と な く 第 三 者 に 委 託 ， 委 任 し て は な ら な い 旨 を ， 基 本 協 定

書 や 仕 様 書 で 定 め て い る に も か か わ ら ず ， 市 長 等 の 承 認 な く こ

れ を 行 っ て い た も の 。  

   該 当 す る 下 記 の 所 管 部 署 は ， 早 急 に 確 認 し 承 認 の 可 否 検 討 を

行 う な ど 必 要 な 手 続 き を 実 施 さ れ た い 。  

   保 健 福 祉 部 医 療 公 社 管 理 課 （ 柏 市 立 介 護 老 人 保 健 施 設 は み ん

ぐ ， 柏 市 立 柏 病 院 ）  

   経 済 産 業 部 農 政 課 （ 柏 市 都 市 農 業 セ ン タ ー ）  

 

 (2) 事 業 報 告 書 等 の 提 出 遅 延 に つ い て  

   年 次 事 業 計 画 書 ， 月 次 事 業 報 告 書 ， 年 次 事 業 報 告 書 が ， 条 例 ，
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各 施 設 の 基 本 協 定 書 や 仕 様 書 に 定 め ら れ た 期 日 ま で に 提 出 さ れ

て い な か っ た も の 。  

   平 成 ２ ７ 年 度 の 年 次 事 業 計 画 書 ， 平 成 ２ ６ 年 度 の 月 次 事 業 報

告 書 及 び 年 次 事 業 報 告 書 に お い て 該 当 す る 次 の 部 署 は ， 遅 延 原

因 の 確 認 と 対 策 を 実 施 し ， 再 発 防 止 に 取 り 組 ま れ た い 。  

   ・ 年 次 事 業 計 画 書 の 提 出 遅 延  

     保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課 （ 柏 市 立 青 和 園 ， 柏 市 立 朋 生 園 ）  

   ・ 年 次 事 業 計 画 書 及 び 月 次 事 業 報 告 書 の 提 出 遅 延  

     保 健 福 祉 部 医 療 公 社 管 理 課 (柏 市 立 介 護 老 人 保 健 施 設 は

み ん ぐ ， 柏 市 立 柏 病 院 ）  

   ・ 月 次 事 業 報 告 書 の 提 出 遅 延  

     経 済 産 業 部 農 政 課 （ 柏 市 あ け ぼ の 山 農 業 公 園 ）  

     都 市 部 公 園 管 理 課 （ あ け ぼ の 山 公 園 ）  

   ・ 月 次 事 業 報 告 書 及 び 年 次 事 業 報 告 書 の 提 出 遅 延  

     経 済 産 業 部 農 政 課 （ 柏 市 都 市 農 業 セ ン タ ー ）  

 

  指 摘 事 項 に つ い て は 以 上 の と お り で あ る 。 本 監 査 の 結 果 に 基 づ

き 措 置 を 講 じ た と き は ， そ の 旨 を 速 や か に 監 査 委 員 に 報 告 さ れ た

い 。  

 

８  意 見  

  本 監 査 を 実 施 し た 中 で 特 に 留 意 す べ き と 認 め た 事 項 を 意 見 と し

て 次 の と お り 付 記 す る 。  

 

  総 括 部 署 に よ る 所 管 部 署 の モ ニ タ リ ン グ 状 況 の 把 握 に つ い て  

  企 画 部 行 政 改 革 推 進 課 は ， 指 定 管 理 者 制 度 の 総 括 部 署 と し て ，

各 所 管 部 署 に 指 定 管 理 者 実 績 評 価 シ ー ト を 作 成 ・ 提 出 さ せ て い る

が ， 果 た し て 効 果 的 に 行 わ れ て い る か ど う か 疑 念 が 残 る も の で あ

っ た 。  

  そ の 一 因 と し て ， 指 定 管 理 者 の 評 価 が 実 態 に 則 し て い る か 不 透

明 で あ る 点 が 挙 げ ら れ る 。 当 該 シ ー ト は 所 管 部 署 が 作 成 す る た め ，

実 質 的 に は 自 己 評 価 で あ り ， 評 価 が 甘 く な っ て い た り ， 各 所 管 部
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署 の 評 価 基 準 に 差 が 生 じ て い る 可 能 性 を 排 除 で き な い 。  

  次 に ， 得 ら れ た 情 報 の 活 用 方 法 が 確 立 さ れ て い な い 点 が 挙 げ ら

れ る 。 行 政 改 革 推 進 課 で は ， 提 出 さ れ た 当 該 シ ー ト を 市 ホ ー ム ペ

ー ジ に 掲 載 し て い る も の の ， そ の 内 容 に つ い て の 十 分 な 分 析 が 行

わ れ て い な い 状 況 で あ っ た 。 当 該 シ ー ト 作 成 の 目 的 に モ ニ タ リ ン

グ 結 果 の 共 通 理 解 を 図 り 運 営 改 善 に つ な げ る こ と を う た っ て い る

も の の ， 実 質 的 な 作 業 は 行 っ て お ら ず ， 総 括 部 署 の 取 組 み と し て

不 十 分 と 言 わ ざ る を 得 な い 。  

  行 政 改 革 推 進 課 は ， 所 管 部 署 に 指 定 管 理 者 を 評 価 さ せ た り モ ニ

タ リ ン グ 状 況 を 報 告 さ せ る 際 は ， 所 管 部 署 だ け で な く 施 設 利 用 者

や 有 識 者 等 の 外 部 の 視 点 も 取 り 入 れ る な ど ， 多 面 的 な 評 価 が 行 え

る よ う 検 討 さ れ た い 。  

  同 時 に ， 各 所 管 部 署 か ら 集 め た モ ニ タ リ ン グ 状 況 等 は ， 分 析 し ，

結 果 を 所 管 部 署 に 還 元 し て 業 務 に 反 映 で き る よ う な 仕 組 み を 構 築

さ れ た い 。      

 

  ま た ， 事 務 処 理 上 改 善 す べ き 軽 易 な 事 項 等 に つ い て は ， 監 査 の

期 間 中 に 口 頭 に よ り 注 意 ， 指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る が ， そ の 他

の 事 務 事 業 は 適 正 に 執 行 さ れ て い る も の と 認 め た 。  

  な お ， 指 摘 事 項 と す る に は 至 ら な い が ， 妥 当 性 に 欠 け ， 改 善 を

要 す る も の ， 及 び ， 軽 易 な 又 は 定 型 的 な 誤 り で ， 速 や か に 改 善 が

可 能 と 判 断 し た も の （ 監 査 実 施 ま で に 改 善 さ れ た も の を 含 む ） を

「 注 意 事 項 」 と し て 別 紙 に 記 載 す る 。



 

 

１ 職員研修の実施について 

  仕様書において職員研修を実施するものと定めているが，行われていなかったもの。 

  都市部住宅課（柏市営住宅等） 

 

２ 防犯・防災等のマニュアル作成について 

  仕様書において，施設の警備及び防犯対策並びに防災に備えたマニュアル等を作成

することを定めているが，当該マニュアルが作成されていなかったもの。 

  保健福祉部高齢者支援課（豊四季台老人いこいの家） 

 

３ 利用料金の承認について 

  利用料金の承認にあたり，各施設の設置条例において定める金額の範囲内であるか

の確認等にとどまり，類似施設等と比較調査するなど，実質的な料金設定の検証作業

が行われていなかったもの。 

  経済産業部農政課（柏市都市農業センター，柏市あけぼの山農業公園） 

  都市部公園管理課（あけぼの山公園，リフレッシュプラザ柏） 

 

４ 実地調査の報告書等の作成について 

  実地調査を実施していながら，その内容や結果に関する報告書等が作成されていな

かったもの。 

  地域づくり推進部地域支援課（アミュゼ柏） 

  保健福祉部保健福祉総務課（地域福祉センター），医療公社管理課（柏市立介護老

人保健施設はみんぐ，柏市立柏病院），高齢者支援課（豊四季台老人いこいの家，老

人福祉センター） 

  土木部交通施設課（柏市市営駐車場，柏市駐輪場） 

  教育委員会生涯学習部スポーツ課(スポーツ施設） 

 

５ 区分経理等の確認について 

  区分経理及び収支状況報告については，その根拠となる帳簿等の原本との照合，ま

た，保険加入状況については，証拠となる保険証書等の原本の確認により行われるこ

とが望ましいもの。 

  ・区分経理及び収支状況報告 

    全所管部署（全施設） 

別紙 平成２７年度行政監査 注意事項の一覧 

 



 

 

  ・保険加入状況 

    全所管部署（豊四季台老人いこいの家を除く全施設） 
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